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様式第３号（第１０条関係） 

 

積算疑義の申立に対する回答書 

１ 案件番号 2025100646001 

２ 工 事 名 旭地区下水道移設７－５４号工事 

３ 開 札 日 令和７年１１月２８日 

（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

 

申立内容 回   答 

第AMA0007号明細書、第AMA0052明細書 

「軽量鋼矢板土留工」 

鋼矢板賃料の供用日数が誤りではないで

しょうか。 

 

 第 AMA0007 号明細書は、鋼矢板賃料の供用

日数の計算に誤りがあり、正しく計上されて

いませんでした。 

  

第 AMA0052 号明細書は、広島市土木工事積

算基準をもとに１メートル当りの供用日数

を算出し、既設構造物撤去において、矢板が

必要な掘削延長分の供用日数を見込んでい

ます。 

 

 

検証結果 

 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。 
しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を公

表します。 
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修正箇所 

様式第３号（第１０条関係） 

 

積算疑義の申立に対する回答書 

１ 案件番号 2025100646001 

２ 工 事 名 旭地区下水道移設７－５４号工事 

３ 開 札 日 令和７年１１月２８日 

（再度の入札を実施した場合は、再度の入札の開札日） 

 

申立内容 回   答 

第AMA0007号明細書、第AMA0052明細書 

「軽量鋼矢板土留工」 

鋼矢板賃料の供用日数について根拠をお

示しください。が誤りではないでしょうか。 

 

 

 第 AMA0007 号明細書は、広島市土木工事積

算基準に基づき積算しています。 

第 AMA0007 号明細書は、鋼矢板賃料の供用

日数の計算に誤りがあり、正しく計上されて

いませんでした。 

 

第 AMA0052 号明細書は、広島市土木工事積

算基準をもとに１メートル当りの供用日数

を算出し、既設構造物撤去において、矢板が

必要な掘削延長分の供用日数を見込んでい

ます。 

 

 

検証結果 

  
市の積算に誤りはありませんでした。 
よって、落札候補者を決定し、開札結果を公表します。 
積算疑義申立のあった事項について内容を確認した結果、市の積算に誤りがありました。 
しかしながら、落札候補者に変更はありませんので、落札候補者を決定し、開札結果を

公表します。 
 

 


